
消費税の引上げに伴う地方消費税交付金（引上げ分）の財源充当について

（令和4年度予算）

（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 141,493 千円

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国県
支出金

町債 その他

社会保障
財源分の
市町村
交付金

その他

障害者福祉事業 459,422 303,503 4,800 1,200 11,520 138,399

高齢者福祉事業 530,876 24,963 3,100 26,377 36,612 439,824

児童福祉事業 870,092 73,215 711,600 41,571 3,359 40,347

母子福祉事業 1,735 0 1,500 0 18 217

小　計 1,862,125 401,681 721,000 69,148 51,509 618,787

介護保険事業 455,492 24,204 0 14,441 32,032 384,815

国民健康保険事業 148,929 62,743 0 0 6,623 79,563

小　計 604,421 86,947 0 14,441 38,655 464,378

高齢者医療事業 369,850 64,230 0 0 23,485 282,135

病院事業 323,346 2,480 0 4,870 24,283 291,713

疾病予防対策事業 107,853 45,540 0 16,933 3,487 41,893

医療提供体制確保事業 3,763 0 2,800 0 74 889

小　計 804,812 112,250 2,800 21,803 51,329 616,630

3,271,358 600,878 723,800 105,392 141,493 1,699,795

　引上げ分に係る地方消費税交付金は「消費税法第１条第２項に規定する経費（社会保障４経費）
その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされていることから、以下の経費へ充当
します。

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生

合　計

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

経費事　業　名


